
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の遵守について 

平成 31 年 4 月 1 日に施行された同条例についての、啓蒙・啓発活動には敬意を表します。さて、これまで

「自転車は便利な乗り物である反面、交通ルールを無視したり、整備不良車が平然と公道を走ることは重

大な事故につながると」我々は指摘し、昨年、実行性のある対策を具体的に示していただきたい旨、また、他

の自治体の事例や要望をしてまいりましたが、2 市 1 町からの回答から見ると基本的には『県の条例』を周

知・啓発することであり、市町民の安心・安全性に疑問を持つ回答である。 

県条例を周知させ実行性のある対策を講じるのは行政の重要な役割だと思っています。 

つきましては、下記の条例項目にかかる実行性のある対応をどのようにされているのか示されたい。 

また、前回の回答にて、「今後検討」との回答をいただいています。どのように検討し、現状を示されたい。 

 

 

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 

（点検整備）  

第 14 条 自転車利用者及び事業活動において自転車を利用する事業者は、その利用する自転車につい

て、必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。 

  

上記から、自転車利用者は必要な点検及び整備をしないといけないと理解する。 

Q1 必要な点検及び点検とはどのようなものなのか？そのチェック方法はどの様にされているのか？ 

 

 

（自転車損害賠償責任保険等への加入）  

第 16 条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。た

だし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、

この限りでない。  

2 保護者は、その監護する未成年者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなけれ

ばならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償 責任保険等に加入してい

るときは、この限りでない。  

 

上記から、自転車の利用については、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければいけないと理解する。 

Ｑ２ 自転車損害賠償責任保険に加入しているか否かのチェックはどの様にされているのか？ 

Ｑ３ 加入されていない場合の対応はどの様にされているのか？ 

 

 

 （自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等）  

第 17 条 自転車小売等業者は、自転車を小売し、整備し、又は修理するときは、客に対し、当該自転車の

利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認しなければならない。この場合にお

いて、客が当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、自転車



小売等業者は、当該客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報の提供を行わなければ

ならない。  

2 前項後段に規定する場合において、自転車小売等業者は、当該客に対し、自転車損害賠償責任保険等

への加入を勧めるよう努めなければならない。  

 

Q４ 自転車小売当業者に対して、自転車賠償責任保険への加入状況の把握を行っているのか？また、加

入していない、加入しない購買者に対しての対応について、どのようにされているのか？ 

 

 

3 県は、県が設置する学校等において、自転車を利用して通学する者に対し、その者が当該利用に係る自

転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するよう努めるものとする。この場合において、そ

の者が当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、県は、その

者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入について、必要な情報の提供を行い、及び指導するよう努

めるものとする。 

 

Q５ 上記は県の設置する学校に通学する者についての取り組みと理解します。2 市 1 町に設置する学校等

について自転車損害賠償責任保険の加入の確認状況の把握は必要ないのでしょうか？ 

Q6 確認をされていれば、加入状況を示していただきたい。 

 

 

 

運輸労連の考え方（2020 提言） 

自 転 車 関 連  

省エネ促進の観点から、自転車利用促進に向けた整備について①駐輪場の拡充、②道路の路面整備等に

さらなる強化を求める。また、寒川町においては、藤沢市・茅ヶ崎市同様に、道路整備計画を立て、予算面か

らも町民の生活環境整備を図るべき。 

 

行政が自転車の機械的な安全性をセットに助成を行っているということは、自転車にも最低限ブレーキの点

検は欠かせない。こういった先進的な取り組みを参考に研究し、市民の安全のために助成制度を構築され

たい。 

加えて、無保険車の撲滅のため、具体的な策を講じること。  

例）駐輪場の契約時に保険加入を提示すること。また、自転車通学可能な中高校や通勤可能な企業にお

いても、その自転車損害賠償責任保険を確認すること 

 

 

自転車は便利な乗り物である反面、ルールを無視すると取り返しがつかない重大事故につながる可能性

が高い大変危険な乗り物であることの広報・教宣を行うこと。 

東京都台東区や近隣の大和市では、自転車の交通ルールとマナーを学ぶために『自転車安全利用講習

会』を実施し、参加者への特典として、「自転車安全運転認定証」と「助成申込書」を交付し、TSマークの

取得や幼児・児童用ヘルメットの購入を助成しています。 



受動喫煙対策関連 

 

2018 年７月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020 年４月１日より全面施行されます。 

本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための

取り組みは、マナーからルールへと変わりましたが、実効性のある施策が見えてきません。 

受動喫煙防止対策について、本市・町の取り組みの取り組みについてお示しいただきたい。 

 

藤沢市 

藤沢市では、『藤沢市きれいで住みよい環境作り条例』の中で受動喫煙対策に取り組まれ、また、ガイドラ

インにて詳細な『目的・方向・目指す姿』を示しています。 

ガイドラインには、健康増進法及び神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例を踏まえた上で、未成

年者や妊婦・有病者などの利用が想定される学校や医療機関などの施設における敷地内禁煙、及び子ど

もをはじめとする不特定又は多数の者が利用する駅周辺や公園、道路など公共的な場所（屋外）における

禁煙等を受動喫煙のないまちづくりのめざす姿とし、受動喫煙防止対策を推進します。 

 

１Ｑ 公共的な場とは、公園はもちろん、道路等を指しているものと理解します。ということは私有地以外にお

いては公共的な場として捉えて良いのか？ 

 

藤沢市きれいで住みよい環境作り条例についての対応 

(目的) 第 1 条  

この条例は，きれいで住みよい環境づくりを進めるために，市，市民等，事業者 及び所有者等の責務を明

らかにするとともに，地域の環境美化の促進及び空き缶の投棄，路上喫煙等の防止に関し必要な事項を定

め，もって快適な生活環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

(4) 公共の場所 公園，広場，道路，海岸その他の公共の用に供する場所をいう。 

(5) 喫煙 たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいう。 

 

Q２ 神奈川県受動喫煙防止条例では、加熱式タバコも条例に適用するとしていますが、藤沢市の本条例

では、加熱式については禁止となっていないことから、加熱式のタバコの喫煙防止はどこで触れているの

か？ 

 

(喫煙者の責務) 第 7 条  

何人も，公共の場所において，歩行するとき又は自転車等で走行するときは，喫煙しないように努めなけれ

ばならない。 

 2 公共の場所において喫煙しようとする者は，携帯用灰皿を携帯し，又は灰皿が設置されている場所で

喫煙するとともに，他人に迷惑をかけないよう努めなければならない。 

 

Q3 本条、目的（4）において『公共の場』が示されているが、上項で『喫煙しようとする者は灰皿を持って

いれば』と本文にある、灰皿を携帯することで、どこでも喫煙が可能と理解できるが、詳細説明をされたい。 

 

 

 

 



(路上喫煙禁止区域) 第 8 条  

市長は，特に必要であると認められる区域を，路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」 という。)として指定す

ることができる。  

2 市長は，禁止区域を指定したときは，その旨を告示し，当該区域内に禁止区域である旨を掲示しなけれ

ばならない。  

3 何人も，禁止区域において，灰皿が設置されている喫煙場所以外で喫煙をしてはならない。 

 

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町 

 

Q4 市民の健康を考慮すれば、『路上喫煙禁止区域』の拡大を進めるべきではないのか？ 

千葉県習志野市の条例では、重点区の指定について、(２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９

条第１項の保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第 ７７号）第２条第７項の幼保連携型認定こども園並びに学校教育法（昭和２２年法 律第２６号）

第１条の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校その他これらに準ずる 施設であって児童、生徒等が主とし

て利用するものとして規則で定めるものの周辺の路上等と定めています。 

受動喫煙対策については、何に一番重点を置くのか？幼児をはじめ未成年者、妊婦・疾患を持っている方

に重点を置いた施策であるべきではないか？きめ細かな行政指導により、愛煙家や嫌煙家が共存できる街

つくりを推進されたい。 

 

茅ヶ崎市・寒川町 

 

茅ヶ崎市・寒川町において、受動喫煙防止について、他の自治体の取組を研究し市町の罰則を含む条例と

して『市町民の健康を第 1 に促進する』こと。 

 

 

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町 

 

千葉市は、受動喫煙対策として、LINE などを使った「受動喫煙 SOS 情報」を 2020 年 4 月 1 日から運

用開始している。法令違反による受動喫煙被害の情報(SOS 情報)を、LINE などのインターネット経由で

受付、市民が SOS 情報を提供しやすい環境を整え、違反事例の収集を目指すもの。「喫煙室から煙が漏

れている」「喫煙室ではない場所で喫煙させている」などの情報を収集し、違反事例を指導等により是正す

ることで、市民が受動喫煙に遭う機会を減少させることを目的としている。 これらの結局的な取り組みは、

市民の健康を第 1 としている証である。費用についても 220 万円程度との価格であることから、2 市 1 町

においても積極的に市民からの情報を得る取り組みをされたい。 

 

 

 

 

 



 

受動喫煙が与えるこども達への影響について、昨年 11 月に千葉市若葉区の市立小学校 4 年生 1033

人と保護者を対象、同意を得られた児童 757 人の尿検査では、『ニコチン』が体内で分解されてできる

『コチニン』の量を測定し、その結果、77 人の尿中コチニン値が基準値（1 ミリリットルあたり５ナノグラム）

を上回り、うち 72 人に同居家族に喫煙者がいました。この様に、知らず知らずのうちにこどもに有害物質を

吸わせている事は、各家庭にて知らされていない。2 市 1 町にて、モデル小学校を選定し、同尿検査を実施

し、実態把握と『望まない受動喫煙対策』に真剣に取り組まれたい。 

 

 

運輸労連の考え方（2020 提言） 

受動喫煙対策関連 

また、国・県に対して『人の健康への影響を最も重視』した実効性のある、法・条例となるよう進言すること。 

（※道路や歩道は公共の場であり、自宅や私有地以外はすべて公共の場と認識している） 

 

子どもが多く集まる公園や広場、公共施設及び周辺道路についての①受動喫煙対策として、学校や病院な

どの公共施設等の敷地内は禁煙としても、その施設の周辺道路という公共の場で喫煙がされる。 

例えば、幼保小中学校の運動会や体育祭などで門の外で喫煙している状況は誰もが見ている。また携帯

灰皿を携帯していれば喫煙可能であるとするならば、受動喫煙対策とは言えない。徹底した対策を講じられ

たい。 

さらに、子供たちが遊ぶ公園や広場、幼保小中高学校において、受動喫煙対策とし『禁煙』の注意喚起の

看板、子供たちが遊ぶ公園では、見回りを実施するなど、具体的な対応をされたい。 

加えて家庭内においての受動喫煙についても、広報やＨＰにて、その有害性・危険性を示し、家庭内におい

ての受動喫煙に対して理解を得る取り組みを推進されたい。 

 

東京都において条件を満たした飲食店における分煙対策に係る整備費用助成を実施することからも、一定

の条件を満たし対象となる飲食店等における分煙対策に係る整備費用の助成を実施すること。 

また、喫煙スペースへの未成年者の出入りについても厳守させるためにも、該当する店舗に啓発すること。

さらに、利用者についても周知されていないことから、市町のHPに分かり易い説明と広報などで周知させる

こと。 

さらに、インターネットを利用した『通報窓口』を新設し広く情報収集を行い。受動喫煙対策を行うこと。 

喫煙場所（喫煙所）の設置については、①認識のしやすさ（環境美化）、人の流れからの分離（受動喫煙の

防止）双方を考慮した対応については、パーテーションでの仕切りでは効果が薄く、茅ヶ崎市の対策同様に

BOX型を増設し空調管理も行うこと。②歩きタバコによる子どもへの危険を無くすための周知について、も

はや努力義務での対応は効果が全くない。呼吸器疾患を持つ者にとっては、タバコの煙は凶器にもなる。マ

ナースペースを避けて移動することもできますが、路上での喫煙、歩きながらの喫煙、さらには自転車に乗り

ながらの喫煙等は避けようがないことからも、罰則・罰金を含む条例とされたい。 

 



自動車免許等自主返納関係 

 

藤沢市 

 

藤沢市独自の取り組みとして、『運転適性検査』を『市政情報』などで周知展開しており、市民の安全にご

尽力されていることに敬意を表します。また、専門機関による適性診断も実施されていますが、20 人分の予

算であり、対照者の何％に当たるのでしょうか？ データだけで診断できるよう安価での診断と予算の増額

を求めます。 

 

 

茅ヶ崎市・寒川町 

 

隣接する藤沢市では、市民の運転適性について、コンピューターの画像シミュレーションを見ながら模擬車

両を運転し、自分の運転の癖や行動などを自身が認識することを行っている。藤沢市の取り組みを先行事

例として取り入れること。 

また、これまでの研究や検討結果を示していただきたい。 

 

 

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町 

 

高齢者による悲惨な事故を減らす為には、自主返納者へのメリットとして、交通手段の確保が急務です。 

同じ神奈川県において、横浜市や川崎市では様々なサポートがされていることから、2市1町さらには隣接す

る行政と連携し、市内公共機関の割引サポートの充実をされたい。 

 

 

 

運輸労連の考え方（2020 提言） 

高齢者の自動車事故が相次いでいることから、東京都は『高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助

金』制度を設け安全運転車への助成がされている。 

隣接県においても同様の取り組みがされるように県に対して強く進言すること。 

また、市町においても助成制度を構築されたい。 

さらに、自主返納者へのサポートとしての交通手段、市内公共機関の割引サービスをされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



行政関係 

 

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町 

 

予測できる災害への対応 

緊急・救援輸送に登録しているトラックについて、地域トラック協会（県南サービスセンター）と行政とで提携

し、低地に駐車場を持つ運送業者を優先に、水害からトラックを守る取り組みをされたい。 

具体的には、各地のハザードマップに入っている運送会社（車庫）や、その周辺ルートにて走行が困難とな

る見込みがあり、迂回できない場合は、事前に行政指定の高台への非難できる仕組みを進めること。 

 

 

 

公共施設（貸し会議室）の Wi-Fi 環境の整備について 

コロナ禍において、WEB での開催などが急激に増えています。また、会議室の人数制限の問題もあり、

WEB と併用しているところも多く、Wi-Fi 環境やモニター・音響環境の整備が必要です。 

市民の生涯学習の場として、上記整備に対応されたい。 

 

 

 

相模原市は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、簡易型宅配ボックスを無料で配付している。

しかし、希望者全員に配布は出来ていない。大阪府八尾市で実施した簡易型宅配ボックスの実証実験で

は、再配達７割削減に成功した報告もあり、宅配便の再配達削減効果も期待できる。簡易型宅配ボックス

の助成を検討されたい。また、利用者が正しく設置出来ていないことで、宅配ボックスとしての機能が発揮

できていないことが発生している。簡易型宅配ボックスを配付される際は、利用者への取り扱いセミナー等

を開催し、正しい取り扱いが出来るよう教育されたい。 

 

 

 


